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午前9時59分開会

会議に付した案件

○概要説明

福祉保健部

１．医療機関・福祉施設の津波避難対策等に

ついて

２．災害時の医療救護体制の整備状況につい

て

教育委員会、総合政策部

１．学校施設の整備状況等について

２．防災教育の取組について

○協議事項

１．県外調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（10人）

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 渡 辺 創

委 員 来 住 一 人

委 員 有 岡 浩 一

委 員 武 田 浩 一

欠 席 委 員（１人）

委 員 長 中 野 廣 明

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 川 野 美奈子

福祉保健部次長
川 添 哲 郎

( 福 祉 担 当 )

福祉保健部次長
日 高 良 雄

(保健・医療担当)

こども政策局長 長 倉 芳 照

部参事兼福祉保健課長 横 山 幸 子

指導監査・援護課長 池 田 秀 徳

医 療 薬 務 課 長 久 保 昌 広

薬 務 対 策 室 長 山 下 明 洋

長 寿 介 護 課 長 内 野 浩一朗

障がい福祉課長 矢 野 慶 子

こども政策課長 髙 畑 道 春

こども家庭課長 橋 本 文 人

教育委員会

教 育 長 四 本 孝

副 教 育 長 武 田 宗 仁

教 育 次 長
吉 田 郷 志

(教育政策担当)

教 育 次 長
金 子 文 雄

(教育振興担当)

教 育 政 策 課 長 中 嶋 亮

財 務 福 利 課 長 柚木崎 誠一朗

人権同和教育課長 鎌 田 剛 史

総合政策部

みやざき文化振興課長 川 口 泰 夫

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 勝 目 花 穂

政策調査課主査 深 江 和 明

○河野副委員長 開会に先立ちまして、御報告
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申し上げます。本日も、前回に続きまして、中

野委員長から欠席の連絡が入っておりますので、

私が委員長の責務を代行いたします。

それでは、ただいまから防災・減災対策特別

委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程でございますが、お手元

に配付の日程（案）をごらんください。

本日は、福祉保健部、教育委員会、総合政策

部にお越しいただきます。

２部構成といたしまして、まずは福祉保健部

から、福祉保健部における南海トラフ地震への

対策について、概要説明をしていただいた後、

質疑、意見交換をしたいと思います。

次に、教育委員会と総合政策部から、防災・

減災の取り組みとして、学校施設の整備状況及

び防災教育の取り組み等について、概要説明を

していただき、質疑、意見交換を行います。

１部につき１時間程度で、福祉保健部１時間、

教育委員会と総合政策部１時間という考えでい

こうと思います。よろしくお願いします。

質疑、意見交換の後は、県外調査について御

協議いただきたいと思いますが、このようにと

り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野副委員長 それでは、そのように決定い

たします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○河野副委員長 委員会を再開いたします。

本日は、委員長の中野が欠席のため、副委員

長の私が、委員長の責務を代行させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。

本日は、まず、福祉保健部においでいただき

ました。福祉保健部においでいただくのは初め

てでありますので、一言御挨拶を申し上げます。

私は、この特別委員会の副委員長に選任され

ております延岡市選出の河野哲也でございます。

本日欠席の中野委員長を含め、私ども11名が、

さきの県議会で委員として選任され、調査活動

を実施しているところでございます。

当委員会の担う課題を解決するために、努力

してまいりたいと思いますので、御協力をよろ

しくお願いいたします。

委員及び執行部の皆様の紹介につきましては、

お手元に配付の出席者配席表にかえさせていた

だきます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○川野福祉保健部長 おはようございます。福

祉保健部長の川野でございます。本日は、どう

ぞよろしくお願いいたします。

それでは、座って説明させていただきます。

本日の調査項目でございますが、防災・減災

対策特別委員会資料の表紙をめくっていただき

まして、目次をごらんください。

説明を行います項目でございますが、福祉保

健部における南海トラフ巨大地震への対策につ

いてでございます。

目次に記載がありますとおり、医療機関・福

祉施設の津波避難対策等についてと災害時の医

療救護体制の整備状況についての２件でござい

ます。

それぞれ担当課長より御説明申し上げます。

どうぞよろしくお願いします。

私からは以上でございます。

○横山福祉保健課長 福祉保健課でございます。

まず、資料の１ページをごらんください。

項目のⅠ、医療機関・福祉施設の津波避難対

策等についてであります。
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今回御説明いたします津波避難対策等につき

ましては、対象となる施設等の所管が複数の所

属にまたがっておりますことから、福祉保健課

でまとめて御説明させていただきます。

まず、１の津波浸水想定区域内にある医療機

関・福祉施設の状況についてであります。

医療や福祉分野には、多種多様な施設があり、

その数も多く、入所、通所、訪問など、サービ

ス形態もさまざまであることから、今回は利用

者の安全確保を図る必要性の高い入所施設の状

況について整理し、報告させていただきます。

表にありますとおり、「津波防災地域づくりに

関する法律」に基づき、県が設定する津波浸水

想定区域内にあります医療機関及び福祉施設は、

平成30年４月１日現在で、医療機関が56カ所、

福祉施設は124カ所となっております。

その内訳ですが、表の一番下をごらんくださ

い。

病院が28カ所、有床診療所が28カ所、また、

福祉施設は、特別養護老人ホーム等の高齢者施

設が27カ所、障がい福祉施設が３カ所、入所施

設ではございませんが保育所や幼稚園等の児童

福祉施設等が92カ所、救護施設が２カ所であり

ます。

次に、２ページをお開きください。

２の津波避難対策に係る取り組み状況につい

てであります。

（１）避難計画の策定等について御説明しま

す。

医療機関や福祉施設は、高齢者や障がい者な

ど、防災上の配慮を必要とする方々が利用する

施設であることから、法令や通知等により、災

害時の連絡先や避難の経路、場所等につきまし

て定めました避難計画の策定や避難訓練の実施

が求められております。

このため、県では、主な取り組み内容の１つ

目にありますように、避難計画策定のための手

引きを作成し、計画策定等の支援を行うととも

に、各種の防災訓練において、災害医療や利用

者等の避難に関する訓練を実施しているところ

であります。

さらに、避難計画の策定状況や避難訓練の実

施状況等につきましては、県が実施する施設に

対する定期的な指導監査の中で確認指導を行っ

ております。

次に、（２）施設・設備の整備についてであり

ます。

県では、現在、施設の安全な土地への移転や、

緊急的な避難場所の整備を進めるため、主な取

り組み内容にありますように、災害拠点病院等

に対する災害に備えた資機材の整備や訓練に要

する経費、また、津波による被害のおそれがあ

る区域にある特別養護老人ホーム等の施設を安

全な高台に移転するための経費、さらには避難

タワーの設置に要する経費などへの助成等を

行っております。

３ページをごらんください。

次に、３、福祉施設の耐震化の状況について

御説明いたします。

（１）の耐震化率についてであります。

表にありますように、県内の福祉施設の耐震

化率は、平成29年３月末現在で、高齢者施設

が99.0％、障がい福祉施設が95.2％、児童福祉

施設等が85.3％、救護施設が50％となっており

ます。

次に、（２）施設の耐震化に係る県の取り組み

でありますが、福祉施設は、地震発生時に自力

で安全を確保することや避難することが困難な

方が多く利用されますので、県では主な取り組

み内容にありますとおり、今後とも施設整備に
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関する国の補助事業の活用などにより、さらに

耐震化を促進してまいりたいと考えております。

４ページをお開きください。

４の福祉避難所について御説明いたします。

まず、（１）福祉避難所の設置状況についてで

あります。

御案内のとおり、福祉避難所とは、介護が必

要な高齢者や障がい者など、一般の避難所では

生活に支障を来す方に対して、ケアが行われる

ほか、ポータブルトイレや手すり等の整備が図

られている避難所であります。

主に、障がい者支援施設や特別養護老人ホー

ム等の社会福祉施設が指定されており、県内で

は、現在、25市町村で220カ所指定されている状

況にあります。

次に、（２）福祉避難所の指定促進に向けた県

の取り組みでありますが、県では、これまで福

祉避難所を新たに指定した市町村に対し、福祉

避難所に備蓄する物資や、機能充実のための備

品等の購入経費を助成してきたところでありま

す。

現在、未指定の自治体、具体的には椎葉村に

なりますが、早期の指定に向け、働きかけを行っ

ているところであります。

また、過去の大規模災害発生時において、福

祉避難所への誘導や福祉的ケアを行う支援者の

確保など、福祉避難所の運営等に係る課題が指

摘されておりますことから、災害時に福祉避難

所の運営が円滑に行えるよう、市町村との意見

交換等にも取り組んでいるところであります。

私からの説明は、以上であります。

○久保医療薬務課長 医療薬務課でございます。

医療薬務課からは、項目のⅡの災害時の医療

救護体制の整備状況について御説明させていた

だきます。

委員会資料の５ページをごらんください。

まず、１の災害拠点病院等の整備状況につい

てです。

現在、県内の災害拠点病院といたしまして、

基幹災害拠点病院を２カ所、それから二次医療

圏ごとに地域災害拠点病院を10カ所指定してお

りまして、その整備状況を表のほうにまとめて

おります。

表の右から６列目、真ん中よりちょっと右側

ですが、耐震または免震構造、その隣の自家発

電機、受水槽や食料、飲料水、医薬品などの備

蓄については、災害拠点病院の指定要件にもなっ

ておりますので、それぞれ対策がとられており

まして、真ん中にございますＢＣＰ策定、こち

らにつきましても、今年度末までには全病院で

策定される予定となっております。

また、平成30年９月現在の県内のＤＭＡＴ(災

害派遣医療チーム)数は、表にあります災害拠点

病院の32チーム、これに加えまして（２）のと

ころに記載してございますが、災害拠点病院で

はありませんが、延岡市の平田東九州病院にＤ

ＭＡＴが１チームございますので、県内に計13

病院、33チームが存在するということになって

おります。

次の災害対応の流れでございますが、こちら

のほうは、次のページでの参考図で概略を御説

明させていただきたいと思います。

６ページをごらんください。

この図は、表の上から下に時間が流れるもの

というふうにごらんいただきたいと思います。

まず、南海トラフ巨大地震が発生した場合、

この図の２番目の四角にありますとおり、県は

直ちに災害対策本部を設置しまして、その四角

の中の白丸にありますとおり、ＤＭＡＴ調整本

部を立ち上げます。そして、ＤＭＡＴ調整本部
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と災害対策本部が連携・協力しながら、丸にあ

りますように、医療救護や支援ニーズの情報収

集を行ったり、国への支援要請やＤＭＡＴの派

遣調整・支援を行いながら、災害医療体制を構

築してまいります。

そして、すぐ下の四角のところが、ＤＭＡＴ

の活動の概略を示しております。本部等での調

整によりまして、被災地へ投入されましたＤＭ

ＡＴチームは、県の本部の支援等を受けながら、

被災地での医療の拠点でございます災害拠点病

院におきましては、診療支援やトリアージ、患

者搬送などの活動を、また、実際の被災現場に

おきましては、被災病院からの病院避難、ある

いは医療救護活動、トリアージや患者搬送の活

動を行うこととなっております。

そして、次の四角にありますとおり、こうし

たＤＭＡＴの活動は、最近の大規模災害でも72

時間程度をめどに終了しておりますことから、

保健所や他の支援チームに引き継いでまいりま

す。要は、発災から72時間までに、被災者がい

かに適切な災害急性期の医療救護活動を行うか、

そして、それ以降も、保健所や他のチームの支

援によりまして、医療体制の確保、特に避難所

等におきます適切な保健医療の確保を図ってい

くことが重要となりますので、日ごろより訓練

等を定期的に行って、災害時に備えているとこ

ろです。

そこで、次の３、訓練の実施状況にあります

とおり、国、九州ブロック、県、二次医療圏単

位等で、災害医療に係る訓練を実施していると

ころで、その例を表に記載しております。

国のほうの例にございます大規模地震時医療

活動訓練は、南海トラフ巨大地震等を想定した

医療活動に特化した訓練でございまして、本県

を含む九州・四国ブロックを被災地とする訓練

は、４年に１回回ってくるということになって

おりまして、ことしの８月４日に実施したとこ

ろです。

また、九州・沖縄ブロックでは、ＤＭＡＴの

実動訓練を持ち回りで実施しており、来年度、

本県で実施予定となっております。

さらに、県の総合防災訓練におきましても、

毎年度、災害医療訓練を実施しております。

また、二次医療圏単位で、保健所が中心とな

りまして、情報システムの入力訓練を実施して

おりますし、各災害拠点病院でも独自に院内訓

練を行っているところでございます。

次に、４の課題と取り組みでありますが、ま

ず、１つ目の丸にありますとおり、県、医師会、

災害拠点病院、消防などの関係機関が、いわゆ

る「顔の見える関係」を構築し、常に災害時に

スムーズな連携ができるようにしていくことが

大切です。

また、先日の北海道胆振東部地震では、災害

により電気、ガス、水道等が停止し、影響が出

ましたが、災害時にどのように病院機能を継続

していくのかが重要となりますので、２つ目の

丸にありますとおり、各医療機関においてＢＣ

Ｐ、業務継続計画ですが、こちらを策定し、そ

れに従い必要な資機材の整備や協定等を行って

いく必要があります。

さらに、次の丸にありますとおり、ＤＭＡＴ

やＤＰＡＴ(災害派遣精神医療チーム)、また災

害時に妊婦や小児などに特化した支援をする小

児周産期リエゾンなど、災害医療人材の確保も

重要でありますので、その養成を行うとともに、

連携体制を構築していく必要があります。

また、次の丸にありますとおり、災害時には、

医療機関の被災状況を把握することが重要であ

り、その重要な手段でございます情報収集・共
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有のシステム、ＥＭＩＳと申しますが、このＥ

ＭＩＳの入力が適切に行われるように啓発を行

うとともに、その入力訓練等を行う必要があり

ます。

さらに、次の丸にありますとおり、災害関連

死を減らすためには、避難所等での保健医療活

動が重要となってきますので、急性期のＤＭＡ

Ｔの活動終了後、スムーズに保健所や他の支援

チームによる保健医療活動に移行できるよう、

その体制づくりに取り組んでまいることとして

おります。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○河野副委員長 以上で、執行部の説明が終わ

りました。

御意見、質疑がございましたら、御発言をお

願いいたします。

○渡辺委員 済みません、ちょっと不勉強で申

しわけないんですが、教えてください。

「津波防災地域づくりに関する法律」の中で

は、浸水想定区域内の中で、特別警戒区域には

例えば医療機関等もオレンジゾーンとかレッド

ゾーンとかいうもので、一定の開発行為自体を

規制したりするような法律的な位置づけがたし

かあったような気がしたんですが、県内では該

当する場所、つまり特別警戒区域内にある医療

機関やここでいう福祉機関というのはないのか、

それともその設定をしていないのか。本当に不

勉強で申しわけありませんが、ちょっと教えて

いただければと思います。

○横山福祉保健課長 これは、県土整備部のほ

うが指定することになると思うんですけれども、

現状はまだ指定をされていないというふうに聞

いております。

○渡辺委員 その指定がないという状況の中で、

今いろいろ高台に移転をするとかの話があって、

医療機関に関しては地域的に余りなくなっても

生活上困るというところもあるかと思うんです

けれども、新規のものは危ないところやリスク

のあるところにはつくらせないという発想での

県の取り組みというのはないんですか。今、移

転をさせるとか、補助を出すとかというのはい

ろいろありましたけれども。

○横山福祉保健課長 現状では、警戒区域が設

定されておりませんので、それを妨げるような

ものはないということです。

ただし、水害に関して、水防法に関する指定

ですとか、それから土砂災害警戒区域に関する

指定については、今、県土整備部のほうで警戒

区域等が指定されておりますので、その関連で

いくと、災害はちょっと違いますけれども、そ

ういった対応はしていると思います。

それから、今回の津波浸水想定区域につきま

しては、南海トラフ等で設定されましたハザー

ドマップで浸水想定がされるという区域内の医

療機関等の数でございます。

○渡辺委員 もう一点わかっていれば教えてい

ただきたいんですが、１ページ目で数が上がっ

ている医療機関や福祉施設の中で、平成23年に

東日本大震災を受けてこの法律ができた以降に、

この地に新規立地したという施設はあるんで

しょうか。

○横山福祉保健課長 申しわけありません、私

のところでは把握してございません。

○久保医療薬務課長 医療機関につきまして

は、23年度以降、新しく設置したというところ

はございません。

○渡辺委員 ５ページでお示しのあった災害拠

点病院がそれぞれ地域の中で上げてあるわけで

すが、この災害拠点病院になっているところで、
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資料１ページ目の浸水区域内にある医療施設と

いうのは幾つあるということなんでしょうか。

○久保医療薬務課長 この表で申し上げますと、

日向入郷の済生会日向病院、千代田病院、和田

病院、それから宮崎東諸県の宮崎市郡医師会病

院、宮崎善仁会病院、こちらが浸水区域内に入っ

てございます。

○渡辺委員 ということを前提に考えたときに、

その中でＢＣＰの策定等がそれぞれ行われてい

るということになっていますが、病院自体、医

療拠点自体が浸水をして、なかなか機能を果た

しづらいというような状況も当然加味した計画

がつくられているというふうに理解してもよろ

しいんでしょうか。

○久保医療薬務課長 そのとおりで、浸水も想

定しながら機能できるようなＢＣＰを策定して

いるというふうに伺っております。

○来住委員 ちょっと確認ですけれども、１ペ

ージ、県全体で医療機関が56カ所、それから福

祉施設が124カ所となっています。正確には出な

いと思うんですけれども、病床数だとか、こど

も園なんかの定数とかというのは、つかんでい

らっしゃらないでしょうか。その施設に満杯の

患者さんがいたりしたときには、どれほどの人

がここにいらっしゃるのかなというのがあるも

のですから、お尋ねいたします。

○横山福祉保健課長 申しわけございません、

全体的には把握をしておりません。

○髙畑こども政策課長 こども政策課でござい

ます。

お尋ねの件につきまして、保育所とか幼稚園、

認定こども園でここに掲載がございますのが92

施設ございまして、あくまでも利用定員ベース

でございますけれども、92施設で9,056人、

約9,000人が利用定員ということになっておりま

す。実際の入所者数はもうちょっと減るかと思

うんですけれども、定数的には9,000名余りとい

うことになってございます。

○来住委員 もう一つ、不勉強で済みません。

２ページで、「法令や通知等により、災害時の連

絡先や避難の経路・場所等について定めた避難

計画の策定、訓練の実施が求められている」と

いうことになっているんですけれども、これに

基づいて具体的に避難計画などが策定された施

設の割合とか、そういうのはわかっていらっしゃ

るんでしょうか。

○横山福祉保健課長 避難計画の策定状況につ

いてでございます。

「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進

に関する特別措置法」に基づきまして、この地

域内にあります施設については、避難計画等、

対策計画を策定するように定められており、消

防法上の消防計画の中に、津波からの避難事項

を入れ込んで策定すれば、この計画とみなすと

いう規定がございます。この調査によりますと、

平成28年９月末現在で、福祉施設が219施設、そ

のうち210施設が策定しておりまして、策定率

が95.9％となっております。

○来住委員 子供の施設はつくる必要がないん

ですか。

○横山福祉保健課長 子供の施設についても、

もちろん策定しなければならないことになって

おりまして、このデータでは、福祉施設として

ではなく学校等ということで含まれており、学

校も含めました数字でいいますと、全部で80施

設ございまして、そのうち80が策定しておりま

すので、策定済み100％ということになっており

ます。

○来住委員 わかりました。ありがとうござい

ます。
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○坂口委員 これは危機管理局に言うことかも

しれないですけれども、ＢＣＰ、これをやって

いく上で、我が家の事情というのは、ちゃんと

整理できると思うんです。

ところが、民間も含めたＢＣＰ、例えば交通

１つにしても、どれだけダメージを受けるかも

わからない中、職員がそこに到達しないといけ

ないというようなことで、やっぱりＢＣＰ調整

が要ると思うんです。

具体的には、全てＢＣＰを維持していく以上

の機能が、被災しても残っていたとする。もう100

％稼働できる、あるいは最低限ＢＣＰの部分が

稼働できるという、その範囲があると思うんで

す。しかしながら、最低限以上の機能というの

は、民間も含めて、遠慮してもらう、ストップ

してもらう必要があると思うんです。

そうでないと、おのおのが描いたＢＣＰ、特

に移動が伴うとか、思わぬ事態によって、何ら

かの自給不足が起き、それを他力に頼るしかな

いといったときに、うちは全て100％仕事ができ

るから全員出勤で100％稼働だというようなとこ

ろがあったら、そこに遠慮してもらって、そこ

の部分をもらうしかないと思うんです。

そういう調整がなされているというのをまだ

聞いたことがないんです。これは、どうなんで

すか。

○横山福祉保健課長 いざ災害が発生した時点

で、福祉施設間でどのように協力をするかは…。

○坂口委員 いや、福祉施設間ではなくて、全

体で持っている機能というのがかなりダメージ

を受けますよね。しかしながら、最低限維持し

ないといけない、ＢＣＰでしっかり維持してい

くんだっていう必要なものを最低限決めてやる。

ところが、例えば自動車会社では、全てのラ

インが動いて、全ての社員がそこに出勤でき、

日常と変わらない生産を上げて製品を納入する

ということは、企業利益上、それは絶対求めら

れますよね。だけれども、それを自粛してもら

わないと、例えばバス１本にしても、電車１本

にしても、何人乗れるかもわからないなかで、

まずはＢＣＰ上必要な人間だけがそれに乗って、

移動を優先させるということが必要だと思うん

です。

だから、そういうときに、最低限必要な機能

以外はそこで停止してくれという合意を民間も

含めてとっておかないと、パニックになるので

はないかと思うんです。

しかしながら、そういう合意とか調整が得ら

れた話を聞かないものだから、今たまたまＢＣ

Ｐがここで出て、本当は危機管理局かもわから

ないんですけれども、そこらへんの調整という

のがどういうぐあいになされているのかお尋ね

しようと思うんです。思わぬことが起こりそう

な気がするんです。

○横山福祉保健課長 ＢＣＰが、そういう全て

の県内の施設や事業所、地域などを含めて定め

られているとか、調整がされているというのは、

私も聞いたことがないです。けれども、福祉施

設に関しましては、災害発生時には地域の協力

をもらって計画も立てましょうとか、訓練もし

ましょうというところはございまして、ある程

度地域内での協力体制をそれぞれで立てていた

だくようなことはお願いしております。そこは

協力してもらわないと避難もできないと思いま

すので、委員の御意見、御質問があったことは

危機管理部局にも伝えて、しっかり想定をし、

やはり訓練もしていかないと、実際の災害発生

時には対応できないと思いますので、今後も危

機管理部局とも意見交換をしていきたいと思い

ます。
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○坂口委員 ニュアンスが伝わったかどうか、

僕自体がちょっと理解できなかったんですけれ

ども、具体的に言ったら何があるかな。

例えば飲料水メーカーがあって、ＢＣＰ上は

飲料水、いわゆる真水、これだけは責任を持っ

て出荷し、届けますという。これは、ＢＣＰ上

稼働しなきゃいけない機能という。

ところが、嗜好品のいろんな飲み物とか、そ

ういったものはそこで生産がとまっても、人の

命にかかわるようなものじゃないけれども、う

ちはそのラインは動くし、注文も入っているか

ら、企業の責任として、経営上はそれをやる必

要があるという。

しかしながら、それをやることによって、例

えば社員の何割かがバス通や電車通をし、ある

いは自家用車で通ってくる。この人らが交通を

麻痺させたときに、今度はほかの最低限必要な

機能のために動く人たちに、移動の制限をかけ

てしまったり不自由をかけてしまったりという、

これはやっぱり避けなきゃならないという、そ

ういう話です。

そのためには、常日ごろから、あなたのとこ

ろは機能が残っても、この機能は当分は遠慮し

ておいてくださいと。そして、どこかのコント

ロールのもとにその機能を始めてくださいとい

うものをどこかが調整しないと、やっぱり企業

は責任があるから動きますよ。けれども、それ

が動いたがために、ＢＣＰ上必要な人材の移動

に制限がかかれば、彼らは目的地に到達できず、

幾ら機能があっても、これは効力を発揮できな

いわけです。その調整というのはやっておかな

いといけないのではと思うんです。

全てがダメージを受けて、ＢＣＰ上必要な機

能が残るとか、稼働させるわけじゃないけれど

も100％稼働はできますよというところも出るわ

けです。そこはしかし、あなたのところは、こ

のラインに携わる人は、社員の出勤をとめてく

れというような調整をやっておかないといけな

いのではと思いますが、ここのところがやられ

ていないような気がするんです。それが一つあ

るかなと思います。

これは危機管理局の所管かもわからないんで

すよ。だけれども、言う場がないものだから、

この場で、どういうぐあいになっているのかな

というのが気になって質問するんです。

○川野福祉保健部長 ＢＣＰのいろんな計画に

ついては、委員が言われますように、全体ので

はなく、それぞれ個々の施設なりでの優先順位

のＢＣＰ計画がつくられていても、民間を含め

た形で、どこを優先し、どこを移動を制限する

か、県全体や地域全体でのそういう調整機能に

ついては、まだ十分議論できていないのではな

いかというふうに考えています。

おそらく、そういうものは、災害発生時には、

災害対策本部が県の中で立ち上がりますので、

そういったところが何らかの考え方に基づいて

やっていかないといけないのではないかという

ふうには考えますが、民間を含めてのそういう

議論は、おそらくまだ整理されていないのでは

ないかというふうに考えております。福祉部門

としても、そういった広域での、民間全体での

ものもいろいろ考えていかないといけないなと

思いますが、また総務のほうとも意見交換をし

てみたいと思います。

○坂口委員 これはやっぱり簡単そうでなかな

か大変だし、混乱が起こる可能性は、もう限り

なく100％に近い。

例えば、全くダメージをうけなかった製造業

の企業があったとします。ところがそこが１週

間休んでも、人の生活にそう危機的な影響を与
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えないというような場合に、そこにはとにかく

３日間なり１週間操業をやめてくれって言える

ようにしておく。いざというときは、うちの会

社はまずストップかけて、社員は自宅待機させ

ますというところを前もって調整しておかない

と、おたくは遠慮してくれないとか、混乱をし

て、そんなことはとてもじゃないけれども手間

的にできないと思うし、間に合わないと思うん

です。

だから、訓練の中の大がかりな訓練で、うち

としてはやっぱり会社の責任上、これだけは何

としても必要だという部分以外はいざというと

きはまずとめるんだということを、ラインから

人から全てやっていくということが必要だと思

うんです。

自家発電一つをとっても、企業と企業を見た

ときに、例えば製造業なら、何としてもこれを

災害時に出荷していかないといけないというも

のがありますよね。例えば、薬品会社があった

とします。そこは、何があってもＢＣＰ上、そ

れは供給していくということが必要だといって、

その自家発電をうちは持っているといっても、

それが被災したらできないわけです。

そのときに、よそが電気を遠慮してでも給電

される電気をそこに回してあげるとかいう調整

をやっておかないと、僕個人の考えかもわから

ないけれども、これは絵に描いた餅になるんじゃ

ないかなという心配を大きく持っていて、最初

からずっと疑問に思っているんです。

だから、そこをやっておられないなら、その

必要性も含めた検討から入ってほしいなと思い

ます。必要となれば、その調整は難しいけれど

も、やっておかないとパニックになりますよ。

どうですか。

○川野福祉保健部長 今のお話を聞いて全く必

要だと実感したところですので、部として何が

できるかも含めて、ちょっと考えて検討してま

いりたいと思います。

○坂口委員 すごく難しいけれども、考え方だ

けは全てに浸透させておかないと、調整が難し

くなると思うんです。

それから、もう一点いいですか。

津波の避難訓練なんですけれども、県が想定

した津波の浸水とか到達時間とかいうものが、

まず一つありますよね。だから何分後にどこに

最大限何メーターの津波が来るでしょうという

もの。それを基本として、それより高いところ

に避難できるようにするということと、到達ま

で15分であれば、その時間の余裕がない人たち

が逃げられる範囲の中に避難場所をつくろうと

する。

ところが、この想定というのは、高さについ

ても、到達時間についても、入力する諸元１つ

変えれば、物すごく変わるわけですよね。だっ

て、そこの防災庁舎を建てるところは50センチ

の浸水地域となっていたのが、いつの間にかゼ

ロになったわけです。これは、諸元をちょっと

変えただけです。

諸元を変えようにも、変えまいにも、物すご

く難しいのが、津波の高さを決めるのは、水と

障害物との接点の摩擦力です。摩擦が大きけれ

ば大きいほど後から押す、押せば押すほど高く

なる。こんな、想定もできないような、無責任

なものを１つ入れて、それが絶対的なものとい

う神話のもとに練習をやっていたら大変です。

例えば、10メーターの高台で助かりますとい

う想定のもとで、11メーターの水が来たとす

る。15分間しか時間がないのに、15分ではもう

逃げる場所がありません。あと２分あればあの

山に逃げられますというときに、訓練どおりやっ
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ていて、そこに行ったがためにやられるという

ことがおこりうる。この津波は10メーターを超

しますよということと、到達までに20分は余裕

がありますよと言うのは、実際に津波が発生す

れば、かなりの精度で出ますよね。だから、そ

れも想定しておかないと、助かる人をみすみす

逃げ場のないところに追い込んでしまうという

のが今の訓練です。

これは、どこが出した数字かわからないけれ

ども、いいかげんと言うと物すごく失礼で、ま

た名誉的なものもあるけれども、入力諸元によっ

てどうにでもなるということです。

僕らは、奥尻島に視察に行ったんですけれど

も、あそこなんて湾の入り口の津波高なんて、

６メーターから８メーターです。それが30メー

ターに上がったところもあれば、７メーターぐ

らいですっと抜けたところもある。これは、地

形の複雑さと入ってくる入射角の違い。最終的

には、そこに寄せるエネルギーと摩擦、このバ

ランスでプラマイゼロになるところまで上がる

わけです。

だから、この訓練も、県が想定した数字が絶

対的なものだという想定でやっていると間違う

んです。何分余裕があるときは、避難タワーよ

りももっと安全な場所がありますよとか、限り

なく高くまで逃げられる場所がありますよとか、

何分のときはもうここしかないよとか、何メー

ターの高さで、しかも時間のゆとりがもっとあ

るときはちょっと考えようよとかいうような想

定もやったり、訓練もやらないと、これは間違

うと思うんです。

だから、そこらをどんなぐあいに、どんな考

え方で、その信頼度はどれぐらいのものだと思っ

て訓練をやっておられるのか。特に障がい者施

設なんていうのは、他力本願にならざるを得な

い部分がありますから、そこらをどう判断され

ているのか。

○横山福祉保健課長 現状では、その施設で想

定されている中で、国ないし県の想定した津波

の高さがございますので、そこからどうしたら

災害の被害を防げるかというところで、訓練を

しているところだと思います。

ただ、東日本大震災のときも言われたように、

想定を超えるということはやはりあることです

ので、現状でできる範囲での訓練をしつつも、

想定を超えたときどうするかということを、施

設はもちろんですけれども、私たち皆が今後は

考えていかなければならないことだとは思って

おります。

○坂口委員 今後ますますいろんな機器の設置

等で、到達時間や高さなどの精度は高まると思

うんです。まずは、何分のゆとりがあって、そ

の何分のゆとりの中で一番安全な場所はどこか

という判断から、実際の避難を始めるというの

が、やっぱり一番ベストだと思うんです。その

ためには、避難訓練のときも、まずそこから始

めて、何分の余裕しかないよと、近くで一番高

いのは避難盛り土、高台だよ、そこしかないよ

という判断から入っていかないと、起こりまし

た、高台に逃げろというのは、肝心な部分が抜

けていると思うんです。

だから、まず精度の高い津波到達時間と高さ

を想定して、その許された範囲内でどこまで逃

げられるかということを考える。その中の安全

率をどれぐらい見るかはわからないけれども、20

分あるときには例えば18分というように、安全

率をとる。その割合範囲内で、どこが限りなく

高いところにつながる一番安全な避難場所だろ

うかと、そういったことから避難を始めないと

いけないのではと思うんです。まずそのシミュ
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レーションをやって、それから、よし逃げ場は

ここだということで、それが結果的に避難タワ

ーだったり盛り土や高台だったりしていて、そ

れは構わないんですけれども、その前のシミュ

レーションが全くなされていないような気がす

るんです。なぜそこに逃げるのかということ、

そこから始まっているような気がして、そこも

やっぱりもう一つ、今後検討していくべきじゃ

ないかなと思います。

この今の２つは、ずっと最初から気になって

いることなんですけれども、総務政策常任委員

会の委員を外れたから言う場所がないんです。

ちょっときついかもしれないけれども、ここで

考え方だけでも伝えておいて、説明が難しけれ

ば、また今後の課題として頭に入れておいても

らおうかなという気がして話をしました。

○横山福祉保健課長 私ども福祉保健課で所管

している施設に、救護施設で、新富の清風園と

いう生活保護を受けていらっしゃる方の施設が

ございまして、そこは本当に海が近く、非常に

津波の心配があるところなんですけれども、そ

ちらは、歩いて多分15分ぐらいはかかると思う

んですが、小高い山がございまして、そちらに

避難するような訓練を定期的にされております。

津波だけではなくて、地震や火災も含めてなん

ですけれども、月１回は避難訓練をしたり、ま

た、地域の消防組合や消防団の方、近隣の住民

の方にも協力してもらいながら、年２回の総合

防災訓練を行うなどされてもいるところで、や

はり自分の地域がどの場所にあるかによって、

自分がどう避難したらいいかというところを、

施設もしっかり考えていかなければならないし、

それに対した訓練もしていかないといけないと

考えております。今後ともしっかり想定を考え

ながら、想定を変えるということ、想像力を豊

かにしながら避難の計画を立て、訓練をしてい

くように、施設それから病院も含めて、私ども

としてもしっかり助言していきたいと考えてお

ります。

○坂口委員 そうですね、そこをいろんな方が

考えながらですね。

先程言われたのは観音山という小高い山で、

あそこが標高が50メーターですよね。あれから

また５分ぐらい走っていくと、今度は70メータ

ーぐらいのだだっ広い台地に出ます。清風園か

らだと、避難タワーの場所まで歩いて10分ぐら

いはかかるでしょうか。だから、このときはま

ずは50メーターの山ということで選択がしやす

いと思うんです。まずは、とにかく時間的ゆと

りというものがどれぐらいあるかという信頼度

の高い予測を出して、そこでどこが一番生き残

れる可能性を持った場所なのか、そしてそこへ

避難する訓練というのが必要かなと思います。

避難のテクニックとかを日ごろから備えるた

めの訓練というのは、決められた場所でもいい

んですけれども、行く先を判断するというのは、

そしてその行く先によって避難の仕方が変わっ

てくるんだということは頭に入れておかないと、

地震が起こった、そこに逃げろ、では慎重さと

いうのか助かるための精度の高さというのか、

これがちょっと心もとない気がするものですか

ら、これはお願いにしておいて終わります。

○丸山委員 ＢＣＰのことについてお伺いしま

す。福祉関係ということに限定しますけれども、

熊本地震があったときに、熊本市内のところで

もＢＣＰをつくっていたと思うんですが、それ

はうまく機能したものなのか。ＢＣＰをつくっ

ていたけれども、結局余り機能しなかった、改

善すべき点があったのかという情報は入ってい

ないでしょうか。
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○横山福祉保健課長 ＢＣＰに関しては、福祉

のほうでは、まだそこまで求められていないと

いうか、そこまでは行っていないというような

ところがございます。ただ、入所者を抱えてい

る施設ですと、熊本地震のときは、やはり機能

ができなくなった施設などがございました。そ

こで、福祉施設同士のネットワークや災害時の

お互いの応援協定などがございますので、ほか

の施設に移動していただくとか、そういった対

応をとられたと…。済いません、私はしっかり

熊本地震のところは反省はしていないんですけ

れども、もし大きな地震があって、施設そのも

のが被災し、もう入所ができなくなったときに

は、災害時の応援協定で、ほかの施設に移転し

ていただくといったような措置をとることにな

ると思います。

○丸山委員 そういった協定を結ぶとか、顔の

見える関係だけではなく、しっかり協定を結ん

だけれども、本当に動かせるのかといったもの

も含めて、本当の意味の訓練をやっていただき

たいと思っています。

ＤＭＡＴに関しても、東日本大震災から熊本、

西日本豪雨、北海道地震といろんなパターンが

あって、その時々に問題点等を把握されて、訓

練がそれぞれバージョンアップしてほしいなと

思っているんですが、毎年行われている訓練に

関しては、そういったバージョンアップといい

ますか、そこはいろいろ考えながらやられてい

るのですか。毎年同じふうにやっているのでは

なくて、どんどん変わっているんですよという

イメージで、つまり、目的はこれなんですよ、

ここがこう改善できなかったから、これをちょっ

と解決するために今回は訓練をやりましょうと

いうのをやっていただきたいなと思っていて、

そういう気持ちでやられている訓練というふう

に思ってよろしいでしょうか。

○横山福祉保健課長 現状は、各施設ごとに行

われている訓練については、その施設の中での

避難訓練などがほとんどだと思うんですけれど

も、福祉施設につきましては、先ほど言いまし

た施設の応援協定での移動とか、そういったこ

とも含めて今後はやっていく必要があると考え

ております。

それから、福祉施設の大きな役割のもう一つ

として、先ほど御説明しましたけれども、福祉

避難所というのがございます。福祉避難所につ

きましては、まず、一時避難所に避難した方の

中で、特に災害時の配慮が必要な高齢者の方で

すとか、障がい者の方、妊婦さん、そういった

方々に福祉避難所のほうに移動していただくと

いうことが必要となります。そこでの移動につ

いては、まだ実際には訓練をやっていないとこ

ろなので、今後の課題ということなんですけれ

ども、現在、宮崎市と県、それから観光協会等

が協力して、一時避難所から福祉避難所への移

動について、実際にどういうふうに進めていく

かというところの想定訓練を今年度中にやりた

いと考えておりまして、そういったところの訓

練も含め、そして、施設間の移動の訓練も含め、

今後、進めさせていただきたいと思います。

○久保医療薬務課長 医療機関のほうにつきま

しては、委員が御指摘のとおり、年々バージョ

ンアップをしているという状況がございます。

例えば、資料の６ページに書いてございますと

おり、当初、阪神淡路大震災の後にＤＭＡＴと

いうのが正式に認知されるようになりまして、

それから徐々に次のＤＰＡＴとか小児周産期リ

エゾンなど、こういったものも必要だというこ

とになって、その都度、訓練に参加していただ

いております。先ほど申し上げた８月４日の訓
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練、国主催の大規模地震時医療活動訓練、こち

らにおきましても、ＤＰＡＴと小児周産期の訓

練をやりまして、４年前はこういったものがな

かったんですけれども、今回はこういった形で

入れさせていただいているところです。

ただ、いずれにしろ、まだ顔の見える関係を

早く築いて、体制を整えてまいらなければいけ

ないというふうに考えております。

○丸山委員 あと、少し話をかえますけれども、

３ページに福祉施設の耐震化は出たんですが、56

カ所でいいのかな、医療施設の耐震化はどうい

うふうに進んでいると思えばいいでしょうか。

○久保医療薬務課長 失礼しました。まず、５

ページの表の災害拠点病院、これは全て耐震化

が済んでおります。

ちなみに、３ページの資料に戻しますと、病

院全体で、今、私どもが押さえているのは140棟

ございまして、耐震化率は全体では76.4％となっ

ております。ちなみに、全国が72.9％というの

が平成29年度の厚生労働省の調べでわかってお

ります。

以上でございます。

○丸山委員 まだ耐震化をしないという医療関

係は少し遅いのかなというイメージがあります。

しっかり取り組んでいただきたいというふうに

思っておりますので、そういう助成制度などは、

しっかりあるというふうに考えていいですか。

また、助成制度でするにしても、たしか善仁

会病院だったと思っているんですが、今回、厚

生常任委員会でも少し言わせていただきました

けれども、合併して建てかえる場所が、海抜２

メーターの非常に低い場所ということで、今後、

病院の建てかえも含めて、県としては、どうい

うふうな整備方針なのか、地域医療構想も含め

てしっかり見ていかなくちゃいけないと思って

います。その中で特に津波避難。こういう危険

な地域で、市郡医師会病院は高台のほうに移転

した、善仁会病院は残った。その辺は、どういっ

た調整がなされているのかというのが、若干見

えないところがあるものですから、防災という

意識の中で、その辺の進め方を今どういうふう

にやられているのかお伺いできればと思います。

○久保医療薬務課長 資料の５ページの表にご

ざいます災害拠点病院でございますが、確かに

宮崎の医師会病院は、今度、宮崎西インタ－チェ

ンジのほうに移転することになりまして、善仁

会病院はその場で建てかえということになって

おります。

これは防災面もそうなんですが、宮崎東諸県

の会議の中では、救急面、いわゆる宮崎市東部

のほうの救急を確保するという意味で、善仁会

病院が必要だという観点から、今のところに残っ

たという形になっておりまして、いずれにしろ、

おっしゃるとおり防災という点も視野に入れな

がら対応してもらわなきゃいけないと考えてお

ります。

また、これまでにも耐震化関連では、平成23

年度ぐらいまでに５病院ほど補助金を出してお

ります。これも、ここに書いてある災害拠点病

院等を中心にやっているところでございまして、

残念ながら民間病院に対して直のというのはな

かなかないものですから、そこにつきましては、

防災面とか、地元と協議しながら、いろいろ対

応できるものは、国の制度を利用していければ

というように考えているところです。

○丸山委員 ２ページに、福祉施設の高台移転

の助成制度等を行っていますということを書い

ていただいているんですが、我々の特別委員会

で、県北調査のときに、障がい福祉施設だった

というふうに記憶しているんですが、そこが高



- 15 -

平成30年９月25日（火曜日）

台移転をしたいんだけれども、移転を希望する

地域が市街化調整区域で、そこが一番よかった

んだけれども、結局は調整区域だからというこ

とで、そこには移転できなくて、現地で津波タ

ワーのようなものを建てたという事例があった

ものですから、やはりこれは、県土整備部含め

ていろんな部局と調整しないといけないと思い

ました。高台移転となると、恐らく市街化調整

区域になる場所もあろうかと思います。そういっ

た相談があったときに、簡単に、調整区域だか

らだめですよというだけで済むんだったら、高

台移転というのはほとんど進まないんじゃない

かなと思っているものですから、ある程度の特

例みたいなのも含めて、その辺の、県土整備部

を含め調整というのも、行政としてしっかりやっ

ていただくようなことも必要じゃないかと思っ

ているんですが、その辺の議論について、言葉

は書いているけれども、実際になかなか進みづ

らいような気がするものですから、その辺のこ

とはどういうふうに認識されているか、お伺い

したいと思っております。

○横山福祉保健課長 申しわけございません、

その障がい施設がどうであったかということは、

ちょっとはっきりわからないんですけれども、

施設の安全性を確保し、入所者それから通所さ

れている方の安全を確保することは、非常に重

要なことであると思いますので、案件ごとに、

必要があれば、県土整備部とももちろん話をし

たいと思います。

それでも、どうしても市街化調整区域となる

と、もしかしたら農振地域とかで農政も何かか

かってくるかもしれません。そういったことで、

どうしてもだめな場合は、また次の策をという

ことになると思いますけれども、できる限り、

福祉保健部としてもかかわっていきたいと思い

ます。

○有岡委員 ４ページについてお尋ねいたしま

す。

福祉の避難所の設置状況で、現在220カ所が設

置されているとありまして、あと椎葉が入って

くると、市町村が全部来るわけですが、この状

況で、介護の高齢者、障がい者、こういった方

の必要数としてはどれぐらいを想定していらっ

しゃるのか、まずお伺いいたします。

○横山福祉保健課長 福祉避難所の必要数とい

うことですけれども、以前、危機管理部局のほ

うで想定した南海トラフ巨大地震の際に、避難

所に身を寄せる高齢者、障がい者など支援の必

要な方がどのぐらいいらっしゃるかという想定

を平成25年にしておりまして、そのときの想定

では、施設の入所者も含めて４万7,000人になる

ということでございました。それから考えます

と、この220カ所ということでは到底足りないわ

けでございます。

ですけれども、最近の大規模災害の発生等を

見ましても、現状では必ずしも福祉避難所に行

くわけではなくて、一般の避難所の中で特別に

１つの教室を区切ったり、体育館の中でどこか

を区切って、そこにポータブルトイレを置いた

り、それから、ケアをする方を特別に配置した

りといったような配慮をするということで、福

祉避難所の役割を持たせるということもしてお

りまして、実際に大規模災害が発生したときに

は、そういった対応もこれからとっていかなけ

ればいけないと考えております。

○有岡委員 この文章の中で、「備品等の購入経

費を助成（平成27年度まで）」とありますが、こ

れは、現在はもうないということで理解してよ

ろしいんでしょうか。

○横山福祉保健課長 この事業は、平成24年度
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から27年度までの間だけ実施しておりまして、

当時まだ福祉避難所を設けていない市町村も多

かったものですから、その割合誘導という意味

で実施していたものであります。

○有岡委員 要望として申し上げますが、避難

所に行って、それからこういう福祉避難所に移

動するというお話ですが、やっぱり不安がある

方たちにとって、福祉避難所がどこにあるのか

がまずわかること。そして、普段からそういっ

たところに足を運んで交流をするとか、そうい

う場面をつくっていただくと、安心してそういっ

た場所に行って、高齢者の方や障がい者の方が

対応できるんじゃないかと思いますので、また

訓練等の中でもよろしくお願いしたいと思いま

す。

○河野副委員長 いいですか。ほかにございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野副委員長 それでは、ないようですので、

これで終わりたいと思います。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時58分休憩

午前11時０分再開

○河野副委員長 委員会を再開いたします。

本日は、委員長の中野が欠席のため、副委員

長の私が委員長の責務を代行させていただきま

すので、よろしくお願いいたします。

教育委員会と総合政策部においでいただきま

した。どちらも本委員会においでいただくのは

初めてですので、一言御挨拶を申し上げます。

私は、この特別委員会の副委員長に選任され

ております延岡市選出の河野哲也でございます。

本日欠席の中野委員長を初め、私ども11名が

さきの県議会で委員として選任され、調査活動

を実施しているところでございます。

当委員会の担う課題を解決するために、努力

してまいりたいと思いますので、何とぞよろし

くお願いします。

委員及び執行部の皆様の紹介につきましては、

お手元に配付の出席者配席表にかえさせていた

だきたいと思います。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○四本教育長 教育委員会でございます。よろ

しくお願いをいたします。

委員の皆様には、本県教育の振興につきまし

て、日ごろから御指導、御支援を賜り、厚く御

礼を申し上げます。

それでは、説明に入らせていただきます。

お手元の防災・減災対策特別委員会資料の表

紙の下のほうの目次をごらんください。

本日、説明をいたします事項は、学校施設の

整備状況等についてと防災教育の取り組みにつ

いての２件であります。

私の方からは以上でありますが、内容につき

ましては、引き続き関係課長が説明をいたしま

すので、よろしくお願いいたします。

○柚木崎財務福利課長 財務福利課でございま

す。

学校施設の整備状況等について御説明いたし

ます。

資料の１ページをお願いいたします。

資料は、教育委員会と総合政策部で合わせて

作成しておりますが、説明につきましては、財

務福利課でまとめさせていただきます。

まず、１の耐震化の状況についてであります。

表にありますとおり、耐震化率につきまして

は、公立小中学校が99.8％、県立学校が100％、

２段目の表ですが、私立学校が85.9％となって
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おります。

続きまして、その下の表は、屋内運動場のつ

り天井の耐震化の状況であります。公立小中学

校、県立学校とも、耐震化は100％となっており

ます。

次に、２の避難所の指定・整備状況について

であります。

まず、避難所の指定状況につきましては、表

にありますとおり、公立小中学校が366校中296

校、県立学校が52校中26校、私立高校が15校中

８校が避難所として指定されております。

次の表は、避難所の整備状況についてであり

ます。県立学校26校につきましては、管理棟の

出入り口のスロープが24校、多目的トイレも同

様に24校に整備されております。

体育館につきましては、出入り口のスロープ

が25校、体育館もしくは隣接した場所に多目的

トイレを整備している学校が23校あります。

ＡＥＤにつきましては、26校全てに設置して

おり、太陽光発電設備を４校に設置しておりま

す。

私立高校８校につきましては、管理棟の出入

り口のスロープが５校、多目的トイレが３校に

整備されております。

体育館につきましては、出入り口のスロープ

が４校、体育館もしくは隣接した場所に多目的

トイレを整備している学校が２校ございます。

ＡＥＤにつきましては、８校全てに設置して

おり、太陽光発電設備を１校に設置しておりま

す。

続きまして、２ページをごらんください。

５行目にありますように、災害用の備蓄につ

きましては、生徒用としての簡易トイレや飲料

水などを整備しておりますが、まだ十分ではあ

りませんので、今後も、危機管理部局と連携を

図りながら整備に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、３のブロック塀の状況についてであり

ます。

ことし６月に発生した大阪府北部を震源とす

る地震では、学校のブロック塀の倒壊により、

女子児童が亡くなる事故が発生したため、県内

の学校敷地内に設置してある全てのブロック塀

の点検を行い、安全性に問題のあるブロック塀

について、速やかに応急対策等の対応を行いま

した。

表にありますように、問題のあるブロック塀

は、公立小中学校で131校、県立学校で23校、私

立高校で６校ございましたが、全ての学校で注

意喚起の表示や立入禁止等の応急対策を行った

ところであります。

４の課題・問題点でありますが、県立学校及

び公立小中学校については、構造体の耐震化や

屋内運動場のつり天井対策など、適宜対策は講

じておりますが、非構造部材の耐震化などにつ

きましては、今後も、継続的な取り組みが必要

であると考えております。

私立学校につきましては、各学校の実情を踏

まえ、耐震化を進める必要があります。

最後に、５の今後の対策についてであります

が、県立学校は、学校施設としての機能向上を

図りながら、災害時の避難所としての役割も視

野に入れた整備を行ってまいりたいと考えてお

ります。

公立小中学校につきましても、非構造部材な

どの耐震化が計画どおりに完了するよう、市町

村に対して情報提供や必要な助言に努めてまい

ります。

私立学校につきましては、経営計画など、学

校の将来の方向性を踏まえた上で耐震化を進め
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るよう、さまざまな機会を捉えて働きかけを行っ

てまいります。

説明は、以上でございます。

○鎌田人権同和教育課長 資料の３ページをお

願いいたします。

１にお示ししておりますような事業を構築し

まして、防災教育に取り組んでおります。その

具体的な取り組みといたしましては、２の（１）

にありますように、地震・津波、火山噴火、風

水害の被害が予想される地域の学校を学校安全

教育推進校に指定しまして、防災教育を行って

おります。

平成24、25年度は、公立小中学校と県立学校、

平成26年度から29年度は県立学校を指定してお

ります。

平成30年度からは、学校と地域の連携をこれ

まで以上に強化することが求められているため、

モデル地域を指定することとし、串間市をモデ

ル地域とし、福島高等学校と串間中学校を推進

校に指定しております。

これらの指定を受けました推進校は、丸の１

つ目にありますように、学校安全連絡協議会を

設置しまして、自治会や警察などの関係機関と

連携して、合同避難訓練や避難所運営等につい

ての協議を行っております。

今年度の推進校であります福島高校では、先

日、都城駐屯地より自衛隊を招き、講話や倒壊

家屋救助演習見学等を実施いたしました。

また、２つ目の丸にありますように、平成26

年度から、推進校の代表生徒及び職員を対象に

した自然災害発生地域訪問を実施しまして、東

日本大震災の被災地である宮城県石巻市等を訪

問し、そこで見たり感じたりしたことを自校の

生徒に伝えるなどして、生徒の防災への関心を

高めております。

本年度は11月に、学校、地域、自治体等が一

体となった防災教育推進委員会を設置している

宮城県気仙沼市を訪問して、地域防災のあり方

について研修する予定であります。

資料の４ページをお願いいたします。

（２）の高校生防災リーダー養成研修は、各

学校の防災意識を高めることを目的に、各学校

の代表生徒と安全教育担当職員を対象に実施し

ております。

本年度は、東日本大震災時に、仙台市の避難

所運営の中心となって活躍された防災アドバイ

ザーを講師に迎え、「高校生としてできること」

と題した講演と、避難所運営についての演習を

行いました。参加者全員が熱心に取り組み、研

修会終了後のアンケートでは、参加した生徒の

ほぼ全員が「防災意識を高めることができた」

と回答しております。

（３）の学校安全指導者研修会は、学校にお

ける安全教育担当者の資質の向上を目的とする

研修で、私立学校を含めた全ての学校の教職員

を対象としております。

ここでは、さきに述べました防災教育推進事

業で、推進校の指定を受けた学校の成果の報告

や専門家による講演を実施しております。

（４）の安全教育推進リーダー研修会は、県

立学校の安全教育推進リーダーを対象にしたも

ので、各学校における防災教育を中心とした安

全教育推進の中核となるリーダーの養成と専門

性を高める研修であります。

昨年度の研修では、石巻市立大川小学校事故

調査員を務められた方を講師に迎え、「東日本大

震災から学ぶ学校現場の災害対策」と題して講

演を行いました。本講演を受け、災害対策や有

事の際の適切な対応についての重要さを感じ、

各学校における学校安全計画と危機管理マニュ
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アルの見直し及び改善を図りました。本年度は、

大阪教育大学で地域防災及び学校安全計画や危

機管理マニュアル作成の指導に当たっておられ

る先生を講師に招き、講演と協議を計画してお

ります。

（５）にありますように、各学校における防

災教育の充実を図るために、全ての県立学校に

防災士資格を持つ教員を配置しております。定

期異動等で防災士が不在となった学校につきま

しては、資格取得に必要となる経費を負担し、

防災士の養成を図っております。

防災教育推進上の課題につきましては、３の

（１）にお示ししておりますように、学校にお

いて安全教育の中核としての役割を担うリーダ

ーの養成を継続して取り組んでいく必要がある

と考えております。

また、（２）にありますように、学校安全計画

のもと、防災教育を各教科と関連づけるなど、

学校教育全体を通した取り組みとすることが必

要であります。

さらには、市町村の防災担当部局や地域住民

と連携した避難訓練に、継続して取り組んでい

くことも重要であります。

説明は、以上であります。

○河野副委員長 執行部の説明が終わりました。

意見、質疑に入りたいと思います。

○来住委員 １点だけ、ブロック塀の問題なん

ですけれども、それぞれ小中学校、県立、さら

には私立も全て緊急対策等を完了したというこ

とになっているんですが、例えば都城農業高校

なんかのは、相当高いですね。何メーターある

かな、４メーターぐらいあるのかな。もちろん

そこには張り紙がされておりますが、問題はそ

れで終わるわけじゃないと思うんです。その後

は、どうされる予定なのか。もっとわかりやす

く言えば、この応急対策の内容です。現実に危

ないから、もう撤去して、安全なものにかえた

のが何校あるかとか、そういうのはわかるんで

すか。

○柚木崎財務福利課長 県立学校で申し上げま

すと、23校不適合等がございました。そのうち、

簡単な工事で済ませられる13校につきましては、

今月及び来月で完了いたします。撤去して、フェ

ンス等に交換するという工事をやっております。

ちょっと重複しますので、校数は23校になり

ませんが、今、おっしゃるとおり都城農業高校

などは、かなり大規模になっておりますので、

設計を委託しているところでございます。基本

的には全部撤去して、フェンス等に交換すると

いう考えでございまして、その15校について、

一応３カ月ほどの設計期間が要りますので、今、

その設計依頼中ということになっております。

○来住委員 そうすると、県立学校は平成30年

度でほぼかわるということになるんですか。

○柚木崎財務福利課長 設計完了後の工事費に

よると思いますけれども、基本的には撤去だけ

でも今年度中にはやりたいと考えております。

○来住委員 小中学校については、もちろん市

町村が行うんでしょうけれども、それはどうい

うふうにお聞きになっているんでしょうか。

○柚木崎財務福利課長 小中学校のほうも、詳

細はわかりませんけれども、基本的にはやっぱ

り撤去する、フェンスに交換するという対応を

計画していると思っております。

○来住委員 もう一つ、数字について、１ペー

ジの屋内運動場のつり天井の耐震化なんですが、

公立の小中学校と県立学校については、ここに

具体的に出ているんですけれども、私立の屋内

運動場については出ていないので、それについ

てはつかんでいらっしゃいますか。
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○川口みやざき文化振興課長 つり天井だけで

はなく、調査がちょっとなかったものですから、

今回は緊急に私立学校に聞き取りをしたんです

けれども、実はちょっと資料が間に合っておら

ず、申しわけございません。つり天井を有する

棟数が４棟ありまして、対策済みが３棟、対策

がなされていないのが１棟ということで、耐震

化割合は75％ということになります。申しわけ

ございません。

○来住委員 わかりました。

○渡辺委員 幾つかちょっと整備状況のところ

で確認をさせていただきたいんですが、まず、

耐震化校舎の状況で、それぞれ今年度中に完成

予定になっている１校１棟と、32年度までかか

る１校３棟というのは、それぞれどこの市町村

ですか。

○柚木崎財務福利課長 日向市でございます。

○渡辺委員 ２つとも日向と理解していいんで

すね。済いません、不勉強で申しわけありませ

んが、国は、例えば何年までに小中学校も耐震

化を100％にしなさいみたいな何らかの指針を出

しているのでしょうか。

○柚木崎財務福利課長 基本的には、平成27年

度までに完了してくださいということがござい

ました。ただ、学校の統廃合とか、そういった

ことの絡みがございます。１校３棟の32年度中

の完成というのは、実は細島のほうなんですけ

れども、市町村の別の施設との複合等を考えて

おりまして、そういった経緯でちょっとおくれ

ているものがあるといった状況でございます。

○渡辺委員 同じ資料の２番のところなんです

が、県立高校で避難所指定されているのが26校

で、その26校の状況が、一番下のエクセル表み

たいなところに出ています。２校の管理棟で、

スロープと多目的トイレの整備がないというこ

とになっていますが、これはそれぞれどちらの

学校でしょうか。

○柚木崎財務福利課長 管理棟につきましては、

出入り口のスロープのほうだったですか。

○渡辺委員 スロープとトイレ、両方です。管

理棟と、その下に記載の体育館でも１校がスロ

ープができていなくて、３校が多目的トイレの

整備ができていない状況と思いますが、それぞ

れどこの学校ができていないのか教えていただ

けませんか。

○柚木崎財務福利課長 わかりました。

管理棟のスロープにつきましては、妻高校と

延岡青朋高校、これが、事務室関係が２階にご

ざいまして、ちょっとそこまでのスロープの取

りつけができないといった状況で、未整備でご

ざいます。

体育館のスロープにつきましては、高千穂高

校、ここが物理的に段差が激しくて設置ができ

ないというような状況がございます。

管理棟の多目的トイレにつきましては、妻高

校と延岡商業高校で、妻高校につきましては、

今年度に整備する予定でございます。延岡商業

高校につきましては、一応洋式トイレは整備し

ておりますが、多目的までの機能がないという

ような状況になっております。

それから、体育館のトイレにつきましては、

宮崎工業高校、五ヶ瀬中等教育学校、明星視覚

支援学校、この３校でございまして、この３校

につきましては、今後整備するよう検討が必要

だと考えております。

○渡辺委員 ＡＥＤの設置は、26校全てとなっ

ていますが、これは、全ての県立高校に設置さ

れていると理解していいんですか。

○柚木崎財務福利課長 指定場所の、指定され

た学校以外も全ての高校に整備しております。
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○渡辺委員 ２ページのほうの上の段に、災害

用の備蓄が26校とあって、これは、多分避難所

となっている学校全てということだと思います。

簡易トイレが26校の全てですね。10校は飲料水、

７校は非常食というふうにありますけれども、

これは整備途中で、途上の数字ということなの

か、それともほかとの調整の関係で、避難所で

はあるけれども、備蓄が必要な学校がこの10校、

７校でオーケーだということでしょうか。

○柚木崎財務福利課長 この整備につきまして

は、基本的に帰宅困難になった場合等の生徒の

ための備蓄と考えておりまして、簡易トイレに

つきましては、県費で全て整備をしたところで

ございます。

あと、飲料水、非常食等については、それぞ

れの学校で、私費等、受益者負担等の考え方で、

それぞれが整備をしているということでありま

して、このあたりにつきましては、そういった、

まだ十分ではない状態を今後どうしていくかと

いったような検討が必要だと考えております。

○渡辺委員 今の御説明だと、例えば飲料水と

非常食の備蓄のある10校、７校というのは、避

難所に位置づけられている26校が母数というこ

とではなくて、全ての県立高校を母数としてと

らえた上で、備蓄があるのはそれだけだという

ことで理解をしたほうがいいんだと思うんです

が、裏返して聞くと、その他の学校には、例え

ば津波で浸水するようなところか何かわかりま

せんが、何百人という生徒さんがいらっしゃる

けれども、備蓄は一切ないということになるん

ですか。

○柚木崎財務福利課長 簡易トイレにつきまし

ては、全ての学校に整備しております。

飲料水につきましては、今おっしゃられたよ

うに、たまたま指定校での校数が10校というこ

とで、全ての学校でいいますと、18校が整備を

しております。

○渡辺委員 ここで伺うのがいいのかわかりま

せんが、災害時にどういう状況になるかわから

ない、予想がつかないというのはいろいろある

と思うんですが、県立学校が52校あるうち、飲

料水とか非常食の備蓄において、例えば飲料水

に関しては18校という状況で、それは実際に本

当に被災があったときに、たくさんの生徒さん

たちが学校に在校している、一時的に学校のほ

うが安全だから帰らないというような状況も予

想されるときに、避難所になるかならないかは

別の問題として、この備蓄の状況というのは十

分な状況というふうにお考えですか。その費用

が学校から出ているか、県費で出ているか、い

ろいろ課題はあるんだと思いますが、そこの状

況についてはいかがでしょうか。

○柚木崎財務福利課長 避難所の備蓄につきま

しては、こういった県立学校での整備、あるい

は市町村が学校の倉庫等を借りて、そこに備蓄

しているものもございます。あと、県の危機管

理課のほうでも、必要な部分の３分の１ぐらい

を県内各地に整備しようというような動きもあ

るようで、その辺の備蓄をどこが行うのか、い

えば、これは生徒のためとは申し上げましたけ

れども、実際の災害のときには、いわゆる共助

の考えが必要でしょうから、生徒あるいは避難

者の両方が使うことにはなると思います。

備蓄品、そういった水とか食料についての基

本的整理が、今のところちょっとされていない

というのがございまして、学校のほうで率先し

て、私費等を使って対応している学校があると

して、では、そういった整備をしていない学校

はどうするのかといったようなことは、現在、

課題だと認識しております。



- 22 -

平成30年９月25日（火曜日）

○渡辺委員 改めて確認ですが、いろんな理由

というか、いろんなお金の出方があって、非常

時用のものが備蓄されているんだと思いますけ

れども、今先ほど御説明いただいた数字以外の

学校には、どんな理由のものであったとしても、

何もないという理解をしたらいいんですよね。

つまり、県が防災用の備蓄として置いているも

の等はないけれども、例えば市町村から預かっ

て置いているものはあるとか、そういう理屈は

関係なくして、例えば飲料水だけに限っていえ

ば、とにかく18校以外の学校には全く災害用の

飲料水の備蓄はないというふうに、今の御説明

では理解をしていいということですよね。

○柚木崎財務福利課長 確認がとれておりませ

んので、現実的には、市町村等から空き教室が

ないかとか、そういった打診はありますけれど

も、では、整備も済んだのかとか、そういった

ところまでつかんでおりませんので、確認され

ているものについてはこの18校ということにな

ります。

○渡辺委員 わかりました。

きょうの資料にはないんですが、避難の指定

・整備の関係ということで、もし発災をして、

たくさんの地域住民の方々が学校に避難をして

きた。その避難が、例えば台風等で一晩で済む

というものではなくて、地震等で一定の期間長

期化するという場合に、避難所となった学校の

運営責任、例えば特に避難をしている皆さんが

いらっしゃる区画等の運営責任というのは、何

らかの明確なルールがあって、当然、学校の関

与もあるんだと思いますが、例えば宮崎市であ

れば宮崎市が責任を持つのか、それとも学校が

責任を持つことになるのか。不勉強で申しわけ

ない、経験もなくてわからないんですが、その

辺はどういうルールになっているんでしょうか。

○柚木崎財務福利課長 避難所指定に絡みまし

ての市町村との協定につきまして、文書で交わ

している市町村もあれば、口頭でといったとこ

ろもございます。その辺も役割の明確化という

ことで、私どもとしては文書等でちゃんと確認

をしておくということが必要だと考えておりま

す。基本的には、市町村の担当者等が、避難所

の責任者になるというふうには考えております。

○坂口委員 ブロック塀の安全確認は、どういっ

た手法でやられたのかというのと、安全と安全

でないという分岐点ですけれども、その基準と

いうのはどこに置かれたかというのを教えてく

ださい。

○柚木崎財務福利課長 基本的には、建築基準

法にのっとっているかどうかです。高さが2.2メ

ーターという制限がございます。それと、1.2メ

ーターを超えた場合には、控え壁という補助の

壁が必要になってきます。そういったものがあ

るかないかにつきまして、まず目視で確認をす

る。それと、今回、老朽化がひどいものにつき

ましても、技術者が県立学校のほうへ参りまし

て、打診と目視等で確認しております。

文科省のほうからは、目視等でオーケーでも、

破壊検査など、そういったものをやってほしい

という指示が出ておりますが、県立学校につき

ましては、基本的にそういった不適合なものに

ついては、破壊検査をするよりももう撤去をす

るということで考えております。

○坂口委員 目視となると、全部をやらなきゃ

だめだと思うんです。それと、外形上の２メー

ター20オーバーとか、１日に３段以上積んでは

いけないとか、そういうのは、もう当然、検査

のときにひっかかりますから、それをクリアで

きないというのは、検査をした以上なかなかな

いと思うんです。問題はレントゲンか何かを通
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さないと。

例えば、阪神大震災で無筋の塀が倒れて、と

いう事例がもう既にあるんですよね。だから、

あの報道が出たその瞬間、丸山委員が聞いてい

たけれども、僕は「これは裁判になるよって、

このケースは」と言ったよね。鉄筋が入ってい

ないということ、あれを見て、あのときすぐに

思いました。前例があるし、あのときに無配筋

はやり直しなさいということも既に言っていて、

やられていないということなんです。

だから、今回は、本当にそれが実行されるの

かというのが疑問にあるのと、安全性と基準が

大事だから、さっき言われた配筋をする。配筋

も３部筋以上の配筋とか、直径の基準というの

があるんですけれども、結び目はちゃんとバイ

ンドをやるとか、単なる合わせただけじゃだめ

だよとか、交差させただけでもだめですよと、

５センチ以上かぶらせるんですよとか、それを

やっておかないと、また起こると思うんです。

だから、検査をやったというのはそれなのか、

信頼度がある検査をやられたのかどうなのかと

いうところなんです。応急措置というのが出て

くるから、全部をフェンスか何かにやりかえる

ということで、とりあえずは当面の安全を確保

しようということなのかということ。

言われたように、目視とか経験者による聞き

取りとかだけでは、絶対にこれは信頼できる検

査結果やそういったものとしては責任が持てな

いと思うんです。そうなると、ブロック積みで

全部やりかえるかですね。そこのところはもう

一回やらないと、これは繰り返しているんです

よ。今後、こういうことを起こさない、そのた

めに点検をやって、無筋のものには配筋をやる

とか、でも、それがやられていなかったところ

に、ある意味人為的なものがあるわけですが、

今度の目視でわかるような簡単なものじゃない

です。中に詰めるモルタルだって、砂だけ詰め

てもわからないわけです。そこにセメントの混

合の割合とか、そういったのをやっておかない

と、また壊れますよ。そして、今回ひびが入っ

たものは、次は簡単に壊れますよ。そこを、ど

れだけの信頼度を持った調査結果に基づいて、

次の手だてをされようとしているのか、そこで

す。

○柚木崎財務福利課長 御指摘のとおり、内部

の鉄筋等につきまして、私どもは、鉄筋探査機

を準備して対応をしているところではございま

す。

ただ、中の鉄筋の劣化状況まではわからない

ので、今、不適合とされたものについては、と

にかくもう詳しい検査よりも撤去するという考

えでおります。

残りの、一応安全だというものについても、

御指摘があったような、一部破壊検査とか、そ

ういったことは今後必要になってくるかなとい

うふうに考えております。

○坂口委員 あの探査機というのは、入ってい

るか入っていないかだけしかわからないんです

よ。接続されているかどうか、それが本当に、

そこの基準に合った配筋なのかまではわからな

い。その後の劣化なんていうのは、これはなか

なか難しいもので、一部破壊をやらないとわか

らない。劣化というのは、さびがついたかつい

ていないか、ついて膨張して周りに空洞ができ

たかできていないかとか、そういうことだから、

それはなかなか。少なくともレントゲンをやら

ないと、探査機でやって、鉄筋が入っていた、

だけではだめだと思うんです。つなぎ目がこん

なして合わせてあるだけでは、簡単に外れて、

ないのと一緒です。
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だから、そこのところを、本当に安全を宣言

するのなら、繰り返さないような信頼度の高い

調査をまずやって、基準に基づいて合否を出し

て、否だったやつは、やっぱり抜本的に対策を

練るということにならないと、これは形骸化し

た検査のような気がするんです。そこのところ

をもう一回内部で検討していただいて、万全を

期していただきたいと思います。

○柚木崎財務福利課長 御指摘のありましたこ

とについては、十分考慮の上、今後対応してい

きたいと考えております。

○河野副委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野副委員長 いいですか。それでは、ない

ようでございますので、これで終わりたいと思

います。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時35分休憩

午前11時36分再開

○河野副委員長 委員会を再開いたします。

協議事項（１）県外調査についてでございま

す。

資料１をごらんください。

10月17日から19日に実施予定の県外調査です

が、見ていただきたいと思います。前回の委員

会におきまして、県外調査先について正副委員

長に御一任いただきましたので、ごらんのよう

な日程案を作成いたしました。

１日目は、和歌山県庁を訪問し、津波防災の

取り組み及び地震・津波観測監視システムの活

用等について調査した後、広川町の稲むらの火

の館を訪問し、防災遺産を活用した防災意識促

進のための取り組み等について調査いたします。

２日目は、三重県庁及び静岡県浜松市の防潮

堤資料室を訪問し、防災・減災に係る人材育成

の取り組みや、先進自治体における防災・減災

対策について調査を行います。

３日目につきましては、東京都千代田区にあ

ります株式会社地圏環境テクノロジーを訪問し

まして、洪水・土砂災害の予測に役立つ水の流

れを把握するための取り組みについて調査をい

たします。

調査先との調整もある程度進めさせていただ

いておりますので、できればこの案で御了承い

ただくとありがたいと思うのですが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野副委員長 では、このように決定してま

いりたいと思います。

なお、諸般の事情により、若干の変更が出て

くる場合もあるかもしれませんが、正副委員長

に御一任いただきますようよろしくお願いいた

します。

次に、協議事項（２）の次回委員会について

でございます。

次回委員会につきましては、11月２日に開催

を予定しております。

次回委員会での執行部への説明、資料要求に

ついて何か御意見や御要望はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野副委員長 よろしいでしょうか。特にな

いようでございますので、次回の委員会の内容

につきまして、正副委員長に御一任いただきま

すようよろしくお願いいたします。

最後になりますが、協議事項（３）、その他で

ございますが、何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○河野副委員長 よろしいでしょうか。では、
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次回の委員会は11月２日金曜日午前10時から予

定していますので、よろしくお願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。

午前11時40分閉会


